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○

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
健
康
福
祉
部
の
所
掌
事
務
）

（
健
康
福
祉
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
七
条

健
康
福
祉
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
七
条

健
康
福
祉
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四
十
一

（
略
）

一
～
四
十
一

（
略
）

四
十
二

削
除

四
十
二

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法

四
十
三
～
八
十
三

（
略
）

律
第
七
十
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
検
査
機
関
の
指
定
及
び
監

督
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
三
～
八
十
三

（
略
）

（
食
品
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

（
食
品
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
五
条

食
品
衛
生
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
十
五
条

食
品
衛
生
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
削
る
）

六

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
検
査
機
関
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。


